
■所得の少ない世帯は、均等割と平等割を軽減（法定軽減）

軽減割合 国保加入者の前年中の合計所得

7割軽減 3割分を納付 43万円＋（10万円×給与所得者等の数－1）以下

5割軽減
5割分（半額）を

納付

43万円＋（29.5万円×被保険者数＋特定同一世帯
所属者数））＋（10万円×（所得者等の数－1））
以下

2割軽減 8割分を納付
43万円＋（54.5万円×被保険者数＋特定同一世帯
所属者数））＋（10万円×（所得者等の数－1））
以下
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国民健康保険税法定軽減

■その他の減額

●未就学児の均等割は5割（半額）
●被保険者が出産予定である場合、その年度に納める保険税の所得割額と均等割額を
出産予定月の前月から出産予定月の翌々月（産前産後期間）相当分を減額する。

資料３



国民健康保険税法定軽減（７割軽減）

2

■軽減前
国保税額

均等割
【医療】21,200
【支援】7,200
【介護】9,600
計 38,000

平等割
【医】22,400
【支援】7,600
【介護】6,600
計 36,600

合計
７４，６００

■軽減後
国保税額
均等割
11,350
平等割
10,850
合計

22,200

現行４方式（応能54：応益46）

■軽減後
国保税額
均等割
14,650
平等割
9,450
合計

24,100

試算3方式Ｂ案（応能50：応益50）

１人世帯（４０歳以上６５歳未満）所得割対象所得０円 資産なし（国保税が最も低い世帯の例）

単位：円

■軽減後
国保税額

均等割
【医療】26,800
【支援】9,600
【介護】12,900
計 49,300

平等割
【医】18,500
【支援】6,700
【介護】6,600
計 31,800

合計
８１，１００
（６，５００増）

●７割軽減
軽減額

52,400

●７割軽減
軽減額

57,000

40歳未満 介護分なし（現行）
均等割 28,400＋
平等割 30,000 ＝58,400
７割軽減後 17,400

40歳未満 介護分なし（試算）
均等割 36,400＋
平等割 25,200＝61,600
７割軽減後 18,300 （900増）

●賦課方式変更後差額
１，９００増

【1期当たり１９０増】

注意：実際の課税額は、端数処理があるため内訳が異なっている。

軽減分は、
国・府・市が
負担

軽減分は、
国・府・市が
負担



国民健康保険税法定軽減（７割軽減）
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■軽減前
国保税額

均等割
【医療】21,200
【支援】7,200
【介護】9,600
38,000×2人

計 76,000
平等割
【医】22,400
【支援】7,600
【介護】6,600
計 36,600

合計
１１２，６００

■軽減後
国保税額
均等割
22,800
平等割
10,900
合計

33,700

現行４方式（応能54：応益46）

■軽減後
国保税額
均等割
29,500
平等割
9,500
合計

39,000

試算3方式Ｂ案（応能50：応益50）

２人世帯（４０歳以上６５歳未満）所得割対象所得０円 資産なし（国保税が最も低い世帯の例）
単位：円

■軽減後
国保税額

均等割
【医療】26,800
【支援】9,600
【介護】12,900
49,300×2人

計 98,600
平等割
【医療】18,500
【支援】6,700
【介護】6,600
計 31,800

合計
１３０，４００
（１７，８００増）

●７割軽減
軽減額

78,900

●７割軽減
軽減額

91,400

●賦課方式変更後差額
５，３００増

【1期当たり５３０増】

注意：実際の課税額は、端数処理があるため内訳が異なっている。

軽減分は、
国・府・市が
負担

軽減分は、
国・府・市が
負担



国民健康保険税法定軽減（５割軽減）
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■軽減前
国保税額

所得割
【医療】7,848
【支援】2,640
計 10,400

資産割
【医】10,500
【支援】3,500
計 14,000

均等割
【医療】42,400
【支援】14,400
計 56,800

平等割
【医】22,400
【支援】7,600
計 30,000

合計
１１１，２００

■軽減後
国保税額

所得割 10,400
資産割 14,000
均等割 28,400
平等割 15,000
合計
６７，８００

現行４方式（応能54：応益46）

■軽減後
国保税額

所得割 11,200
均等割 36,400
平等割 12,600

合計

６０，２００

試算3方式Ｂ案（応能50：応益50）

７０代夫婦２人世帯 所得割対象所得（年金）１２万円 固定資産税５万５千円
単位：円

●賦課方式変更後差額
７，６００減

【1期当たり７６０減】

■軽減後
国保税額

所得割
【医療】8,268
【支援】2,964
計 11,200

均等割
【医療】53,600
【支援】19,200
計 72,800

平等割
【医療】18,500
【支援】6,700
計 25,200

合計
１０９，２００
（２，０００減）

●５割軽減
軽減額

４３，４００

●５割軽減
軽減額

４９，０００

注意：実際の課税額は、端数処理があるため内訳が異なっている。

軽減分は、
国・府・市が
負担

軽減分は、
国・府・市が
負担
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■軽減前
国保税額

所得割
【医療】39,240
【支援】13,200
【介護】12,600
計 65,000
資産割
【医療】10,505
【支援】3,520
【介護】3,575
計 17,600
均等割
【医療】21,200
【支援】7,200
【介護】9,600
計 38,000×2人

76,000
平等割
【医療】22,400
【支援】7,600
【介護】6,600
計 36,600

合計
１９５，２００

■軽減後
国保税額

所得割 65,000
資産割 17,600
均等割 60,800
平等割 29,200
合計
１７２，６００

現行４方式（応能54：応益46）

■軽減後
国保税額

所得割 70,100
均等割 78,880
平等割 25,400

合計

１７４，３００

試算3方式Ｂ案（応能50：応益50）

５０代夫婦２人世帯 所得割対象所得（営業）６０万円 固定資産税５万５千円 単位：円

●２割軽減
軽減額

２２，６００

●２割軽減
軽減額

２６，０８０

■軽減前
国保税額

所得割
【医療】41,348
【支援】14,820
【介護】13,980
計 70,100
均等割
【医療】26,800
【支援】9,600
【介護】12,900
計 49,300×2人

98,600
平等割
【医療】18,500
【支援】6,700
【介護】6,600
計 31,800

合計
２００，５００
（５，３００増）

●賦課方式変更後差額
１，７００増

【1期当たり１７０増】

注意：実際の課税額は、端数処理があるため内訳が異なっている。

軽減分は、
国・府・市が
負担

軽減分は、
国・府・市が
負担


